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規

則

■群
馬
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
二
十
三
号

群
馬
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
八
条
第
四
項
の
表
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
局
の
部
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
課
の
項
中

「
接
種
セ
ン
タ
ー
第
一
係
、
接
種
セ
ン
タ
ー
第
二
係
」
を
「
市
町
村
連
携
係
」
に
改
め
、
同
部
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

県
営
ワ
ク
チ
ン
接
種
セ

接
種
セ
ン
タ
ー
第
一
係
、
接
種
セ
ン
タ
ー
第
二
係
、

ン
タ
ー
運
営
課

人
材
確
保
係
、
予
約
調
整
係
、
契
約
調
達
・
調
整
係

第
十
三
条
の
三
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
課
の
項
第
一
号
中
「
限
る
」
を
「
限
り
、
県
営
ワ
ク
チ
ン
接

種
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

県
営
ワ
ク
チ
ン
接
種
セ
ン
タ
ー
運
営
課

一

県
営
ワ
ク
チ
ン
接
種
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

■
群
馬
県
訓
令
甲
第
十
二
号

県

庁

地
域
機
関

専
門
機
関

群
馬
県
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
公
文
書
管
理
規
程
（
令
和
三
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
の
１
の
表
健
康
福
祉
部
の
項
中

「

を

ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
課

ワ
接

」

「

ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
課

ワ
接

に
改
め
る
。

県
営
ワ
ク
チ
ン
接
種
セ
ン
タ

運
営
課

県
ワ
接

ー

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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